
 

 

 

豊山町介護支援専門員等研修費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、介護支援専門員又は主任介護支援専門員が受講する研修の費用を補助

することにより、介護サービスの質の向上及び介護人材の確保に向けて町内の事業者が行

う取組を支援することを目的として実施する豊山町介護支援専門員等研修費補助金（以下

「補助金」という。）の交付に関し、豊山町補助金等交付規則（平成２３年豊山町規則第

１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 事業者 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４６条第１項に規

定する指定居宅介護支援事業者 

イ 法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援事業者 

（２） 事業所 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 法第８条第２４項に規定する居宅介護支援事業を行う事業所 

イ 法第８条の２第１６項に規定する介護予防支援事業を行う事業所 

（３） 職員 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 法第７条第５項に規定する介護支援専門員 

イ 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）第１

４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員 

（４） 研修 次のいずかに該当するものをいう。 

ア 法第６９条の８第２項に規定する更新研修 

イ 法第６９条の８第２項ただし書の規定により愛知県が指定する研修 

ウ 省令第１１３条の１６第１項に規定する再研修 

エ 省令第１４０条の６８第１項第１号に規定する主任介護支援専門員研修 

オ 省令第１４０条の６８第１項第２号に規定する主任介護支援専門員更新研修 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は（以下「補助対象事業者」という。）は、町内に事



 

 

業所を有する事業者とする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象事

業者が有する町内の事業所で勤務する職員（補助対象事業者が補助対象事業完了後も引き

続き、町内の事業所において継続して雇用する予定である者に限る。）が研修を受講し、

修了する事業（補助対象事業者が研修の受講料を負担するものに限る。）とする。 

２ 補助金の交付の対象となる研修は、愛知県内で実施するものに限る。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事

業者が負担した補助金の交付を申請する日の属する年度内に実施した補助対象事業に係る

受講料とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象事業に係る受講料の全部又は一部を研修を受講する

職員が負担する場合の受講料は、補助対象経費としない。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額に２分の１を乗じて得た

額を上限とする。ただし、補助金の額に、１，０００円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付の申請を受けようとする補助対象事業者（以下「申請事業者」とい

う。）は、第４条に規定する職員が受講する研修の開始の日までに豊山町介護支援専門員

等研修費補助金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、町長に提出しなければ

ならない。 

（交付決定等） 

第８条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、補助金の交付の決定を行い、豊山町介護支援専門員等研修費補助金交付決定通知書

（様式第２号）により申請事業者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定を通知する場合において、当該補助金の

交付について、次の各号に掲げる条件を付するものとする。 

（１）  申請事業者が職員に支払った当該研修に係る補助額について、職員より申請事

業者へ返還が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。 

（２）  この告示に係る補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受け



 

 

てはならない。 

（交付申請の取下げ） 

第９条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請事業者（以下「交付決定事

業者」という。）は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に

不服があり、当該申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から１５日以内

に、豊山町介護支援専門員等研修費補助金交付申請取下書（様式第３号）を町長に提出し

なければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は 

なかったものとみなす。 

 （実績報告） 

第１０条 交付決定事業者は、当該決定に係る補助対象事業の完了の日から起算して３０日

を経過した日又は当該補助対象事業が完了した日が属する年度の３月３１日のいずれか早

い期日までに、豊山町介護支援専門員等研修費補助金実績報告書兼請求書（様式第４号）

に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１１条 町長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付

決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部につい

て期限を定めて返還を命ずることができる。 

（１） この告示に定める事項、補助金の交付決定をするときに付した条件又は町長の指

示に違反したとき。 

（２） 補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

（３） 補助対象事業に関する申請、報告、実施等について虚偽その他不正な行為があっ

たとき。 

（４） 交付決定事業者から職員に補助した額について、職員から返還が生じたとき。 

（５） その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、 

豊山町介護支援専門員等研修費補助金交付決定取消通知書（様式第５号）により当該交付 

決定者に通知するものとする。 

 （書類の保管） 

第１２条 交付決定事業者は補助対象事業に係る経費の収支等を明らかにした書類、帳簿等

を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならない。 



 

 

（委任） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 


